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平成２８年度 一般競争入札による市有財産（駐車場用地）一時貸付けの御案内 

１ 趣旨 

川崎市は、歳入の確保を目的とした暫定的な土地利用として、地方自治法第２３８条

の５第１項の規定に基づく一時貸付けにより市有財産の有効活用を推進しています。 

本件は、借受人自らが一時貸付物件（入札物件）に自動車、自動二輪車等の平置駐車

場施設を整備し、貸付期間中継続して当該駐車場を運営管理（月極、時間貸しの別は問

いません。）する事業（以下「駐車場事業」という。）が行える事業者（借受人）と一時

貸付契約を締結するため、一般競争入札（価格による競争）を実施するものです。 

２ 一時貸付け物件（入札物件） 

一般競争入札を行う一時貸付け物件は、次のとおりです。 

財産名称 諏訪３丁目地内市有地  所在地 高津区諏訪３丁目１８２番１ 

貸付面積 ３０７．１２㎡ （㎡） 

最低貸付料 （月額）９４，０００円 

入札保証金 １１３，０００円 

３ 貸付期間（契約期間） 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

４ 入札日程 

 入札案内書の配布       平成２９年１月２５日（水）から２月１０日（金） 

 入札参加申込受付期間     平成２９年２月１３日（月）から２月１７日（金） 

入札保証金の納付期限     平成２９年２月２７日（月） 

入札保証金提出書等の提出期限 平成２９年２月２８日（火） 

入札及び開札         平成２９年３月２日（木） 

契約の締結期限             平成２９年３月１５日（水） 

５ 一般競争入札参加資格 

（１）法人その他の団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しないこと。 

（３）川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停止

期間中でないこと。 

（４）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

（５）国税又は市税の未納がないこと。 

（６）本入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、駐車場事業を行う資力、能力等を

有すること。 

（７）平成２６年度及び平成２７年度において、前記２の一時貸付物件と同規模以上の駐

車場事業の運営実績を有していること。 

（８）川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第２条第１号に規定する暴
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力団、同条第３号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等

又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこ

と。 

（９）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

第２項に違反している事実がないこと。 

（１０）委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手方が前２号のいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結していないこと。 

６ 連帯保証人 

契約の締結にあたっては、債務履行のために、次の要件を備えた連帯保証人を立ててい

ただく必要があります。 

（１）川崎市内又は川崎市の近接市町村に住所又は事務所を有すること 

（２）年額２６０万円（年額貸付料が２６０万円以上の場合は、年額貸付料の額）以上の

所得又は公簿価格２００万円（年額貸付料が２００万円以上の場合は、年額貸付料の額）

以上の固定資産（償却資産を含む。）を有していること 

（３）国税又は市税の未納がないこと 

７ 一般競争入札参加申込みに必要な書類 

入札参加申込時に御提出いただく書類は次のとおりです。（５）～（７）の書類は、発行

後３か月以内に取得したもの（複写不可）を提出してください。 

（１）入札参加申込書（本案内書２６ページ） 

（２）事業計画書（本案内書２８ページ）※土地利用計画図を添付してください。 

（３）下記８の連帯保証人に関する書類 

（４）川崎市暴力団排除条例に係る誓約書（本案内書３０ページ） 

（５）商業登記簿（履歴事項全部証明書） 

（６）代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの） 

（７）国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について

未納税額のない証明用） 

（８）市税の納税証明書 

ア 法人市民税（川崎市内に事務所又は事業所を有している場合のみ） 

申込み時点において終了している事業年度のうち直近２事業年度分の納税証明書

（未納がないもの）をそれぞれ１部提出してください。 

イ 固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産（償却資産を含む。）を有している

場合のみ） 

平成２６年度及び平成２７年度の納税証明書（未納がないもの）をそれぞれ１

部提出してください。 

（９）財務諸表等の写し 

申込み時点において終了している事業年度のうち直近２事業年度分の貸借対照表、
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損益計算書及び株主資本等変動計算書若しくは活動計算書又は収支計算書を提出し

てください。 

※ 提出された書類は返却いたしません。また、上記書類のほかに資料の提出を求める

場合があります。 

※川崎市競争入札参加資格を有している場合は、（４）～（９）の書類の提出を免除し

ます。 

８ 連帯保証人に関する書類 

連帯保証人について提出いただく書類は次のとおりです。 

（１）一般競争入札参加申込の際に提出するもの 

ア 連帯保証人が法人の場合 

(ア) 連帯保証人となる旨の同意書（本案内書３２ページ） 

(イ) 商業登記簿（履歴事項全部証明書） 

(ウ) 代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの） 

  イ 連帯保証人が個人の場合 

      (ア) 連帯保証人となる旨の同意書（本案内書３２ページ） 

    (イ) 印鑑登録証明書 

   (ウ) 身分証明書 

      破産者でないことの証明書（本籍地の市町村発行）を提出してください。 

   (エ) 登記されていないことの証明書 

      成年被後見人又は被保佐人とする記録がないことの証明書を提出してくださ

い。 

（お問合せ先）東京法務局後見登録課 電話０３－５２１３－１３６０ 

横浜地方法務局戸籍課 電話０４５－６４１－７９７６ 

（２）入札受付の際に提出するもの 

 ア 連帯保証人が法人の場合 

  .(ア) 連帯保証人に関する前記６（７）～（９）の書類 

(イ) 連帯保証人に関する国税の納税証明書（その２・所得金額用） 

発行後３か月以内に取得したもの（複写不可）を提出してください。 

(ウ) 連帯保証人に関する固定資産課税台帳記載事項証明書 

発行後３か月以内に取得したもの（複写不可）を提出してください。なお、前

記(イ)の書類で年額２６０万円（年額貸付料が２６０万円以上の場合は、年額貸

付料の額）以上の所得金額がある場合は、提出いただく必要はありません。 

イ 連帯保証人が個人の場合 

      (ア) 連帯保証人に関する国税の納税証明書 

いずれも発行後３か月以内に取得したもの（複写不可）を提出してください。

なお、連帯保証人が納税証明書の発行対象者でない場合は、平成２７年度分の
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住民税の課税額証明書を提出してください。 

a （その２・所得金額用） 

b （その３の２「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額

のない証明用） 

(イ) 連帯保証人に関する市税の納税証明書 

a 市民税・県民税（川崎市民の方のみ） 

平成２６年度及び平成２７年度の納税証明書（未納がないもの）をそれぞれ

１部提出してください。 

b 固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産（償却資産を含む。）を有して

いる場合のみ） 

平成２６年度及び平成２７年度の納税証明書（未納がないもの）をそれぞれ

１部提出してください。 

(ウ) 連帯保証人に関する固定資産課税台帳記載事項証明書 

発行後３か月以内に取得したもの（複写不可）を提出してください。なお、

前記(イ)の書類で年額２６０万円（年額貸付料が２６０万円以上の場合は、年

額貸付料の額）以上の所得金額がある場合は、提出いただく必要はありません。 

※ 提出された書類は返却いたしません。また、上記書類のほかに資料の提出を求める

場合があります。 

９ 契約上の主な条件 

（１）貸付契約の内容 

当該一時貸付契約は、地方自治法第２３８条の５第１項の規定に基づく貸付け（賃

貸借契約）です。 

また、入札金額は１か月間の貸付料の単価入札ですが、契約金額は、「総価」（月

額貸付料×６０ヶ月分の価額）で契約を締結していただきます。 

なお、この契約金額とは別に契約金額の１０分の１以上の契約保証金を契約締結

の前までに納付していただきます。 

（２）一時貸付物件の用途指定 

一時貸付物件は、駐車場事業の用途（以下「指定用途」という。）に供さなければ

なりません。 

（３）禁止事項 

一時貸付物件について、次の行為をすることはできません。 

ア 一時貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。 

 イ 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例５号）第２条第１号に規定する暴 

力団、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等、その他の反社会的団体及びそ 

れら構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供すること。 

ウ 一時貸付物件に建物を建築し、又は駐車場事業と関係のない工作物を設置するこ
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と。 

エ 一時貸付物件を一括転貸すること。 

オ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること 

（４）実地調査等 

前記（２）及び（３）の履行を確認するため、川崎市が一時貸付物件の利用状況

等についての実地調査を実施するとき、又は関係資料の提出を求めたときは、借受

人は必ず川崎市に協力しなければなりません。 

（５）違約金 

前記（２）～（４）の条件に違反した場合には、契約金額の１００分の３０に相

当する額を違約金として川崎市に支払わなければなりません。 

（６）解約の申入れ 

貸付期間の途中でも、理由を付した書面により解約を申し入れることができます。

なお、この場合における解約日は、川崎市が解約の申入れを受領した日から６か月

を経過した日の属する月の末日以降とし、既納の貸付料及び契約保証金は返還しま

せん。 

（７）一時貸付物件の引渡し及び返還 

一時貸付物件は、貸付人の立会いのもと現況有姿で引渡します。 

貸付期間が終了したときは、借受人は引渡し時点（直前の貸付期間から引き続き

同じ一時貸付物件を使用している場合は、当初の引渡し時点）の原状に回復して返

還しなければなりません。 

ただし、貸付期間の終了前に、次の貸付期間にも引き続き同じ一時貸付物件を使

用することができることが明らかになったときは、一時貸付物件を原状に回復する

ことなく、引き続き使用することができます。 

また、引渡し後に借受人が埋設物の施工や工作物の設置を行った場合は、川崎市

の指示により、速やかに埋設物の施工、工作物の設置に係る図面、写真等の土地利

用状況に関する書類を提出してください。 

（８）近隣住民等への配慮 

一時貸付物件を十分な注意をもって管理し、近隣住民その他第三者との間で紛争が

生じないよう配慮しなければなりません。 

（９）現在の月極駐車場使用者への対応 

     当該敷地においては、駐車場事業者との間で複数の利用者（以下使用者という）が

月極駐車場としての使用契約を行っており、現在も使用しています。使用者に利用の

意思がある場合は、その意思を十分に配慮すること。 

（１０）月極等の契約期間 

使用者との間で締結する月極等の契約期間は、本契約の貸付期間を超えて契約期間

を設定できません。ただし、川崎市が認める場合はこの限りではありません。 
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（１１）コインパーキング 

使用されていない区画をコインパーキングとして整備することも可能です。 

１０ 入札参加申込書等の提出 

 お申込に当たっては、本入札案内書を熟読し、契約の条件、現地の現況及び利用制限等

を御自身で確認してください。 

（１）受付期間 平成２９年２月１３日（月）から平成２９年２月１７日（金）まで 

        （土曜日及び日曜日を除く） 

        午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

（２）受付場所 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11－2 川崎フロンティアビル 9階 

        川崎市市民文化局市民文化振興室 

        電話 ０４４－２００－２０２９（直通） 

（３）申込方法 前記（２）の受付場所に直接書類を持参又は郵送してください。 

        ※郵送による場合、平成２９年２月１７日（金）午後５時必着とします。 

         事前に電話連絡の上、配達日等の指定のある郵便又はサービスを御利

用ください。 

１１ 入札及び開札の日時、場所 

（１）入札受付 平成２９年３月２日（木）午後１時３０分から２時まで 

（２）入札及び開札の日時 平成２９年３月２日（木）午後２時 

（３）入札及び開札の場所 

川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル９階 

川崎市市民文化局会議室 

ＪＲ「川崎駅」下車徒歩約２分 京浜急行「京急川崎駅」下車徒歩約１分 

（４）入札結果の公表 

   入札の結果（物件所在地、落札金額、相手方）は、開札後に市ホームページで公表

します。 

※郵送による入札は受け付けておりません。 

※入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので時間に余裕を持ってお越しくだ 

い。 

※入札参加者以外は入札（開札）会場への入室はできません。また、会場のスペースの

関係上、入札（開札）会場への入室は、各社（者）２名までとさせていただきます。 

１２ 入札の手続 

（１）入札保証金 

 ア 入札保証金の納付 

   入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただく必要があります。前記

２で入札保証金納付額を御確認の上、平成２９年２月２７日（月）までに川崎市が発

行する入札保証金納付書により市の指定する指定金融機関等に納付してください。 
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イ 入札保証金提出書等の提出 

次の書類を平成２９年２月２８日（火）（必着）までに市民文化局市民文化振興室

あてに郵送又は持参により提出してください。期限までに提出がない場合は、入札参

加を辞退したものとみなします。 

(ア) 入札保証金提出書（本入札案内書３４ページ） 

所定の様式に必要事項を記載し、記名押印してください。 

(イ) 入札保証金領収書の写し 

前記アで納付した入札保証金領収書の写し（Ａ４サイズ）を取ってください。 

※ 入札日当日の原本確認は別途必要です。事前に原本を御提示いただければ、入札

日当日の原本確認は不要となります。 

ウ 入札保証金の返還 

落札されなかった方等が納付した入札保証金については、上記イ(ｱ) 入札保証金

提出書の入札保証金の「返還先」欄に記載された金融機関への口座振込みにより返

還いたします。なお、返還する入札保証金には利息は付しません。また、返還まで

に１か月以上を要する場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 

（２）入札時に持参する書類 

ア 入札参加申込書の写し 

申込受付時にお渡ししたものを持参してください。 

イ 入札書 

所定の様式に必要事項を記載して記名押印してください。記載する入札金額は、

１か月間の貸付料の金額（（最低貸付料は、本入札案内書１ページ「２ 一時貸付物

件（入札物件）」を参照）となりますので御注意ください。 

なお、委任状は代理人の方（社員等の代表者以外の方を含みます。）が入札される

場合に記載してください。代理の有無に関わらず委任状は入札書から切り離さない

でください。 

ウ 連帯保証人に関する書類 

前記８（２）に記載されている書類を提出してください。 

エ 入札保証金領収書（原本） 

入札保証金の納入について確認しますので、受付の際に提示してください。なお、

事前に原本を御提示いただいている場合は、持参いただく必要はありません。 

（３）入札方法 

ア 上記（２）の書類を持参し、入札開始前に受付を行ってください。 

イ 入札書の記載事項を再度御確認ください。 

ウ 入札参加者名を記載した封筒に封入し投函してください。 

エ 投函した入札書、委任状等の書換え、引換え又は撤回はできませんので、十分に

御注意ください。 
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１３ 入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札は無効とします。 

（１）入札に参加する資格がない者の入札 

（２）所定の期日までに入札保証金の納付のない者の入札 

（３）入札事項を記載しない入札書又は一定の数字（アラビア数字とし、金額の頭初に「￥」

を付したもの）をもって金額を表示しない入札書による入札 

（４）同一物件の入札について、２通以上の入札書を提出した者の入札 

（５）他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

（６）入札者の記名押印のない入札書による入札 

（７）要領が不明確な入札書による入札 

（８）入札に関し、不正行為があった者の入札 

（９）最低貸付料に達しない貸付料で入札した者の入札 

（１０）その他この入札案内書で指定した以外の方法により入札した者の入札 

１４ 落札者の決定 

前記２に記載の最低貸付料以上の価格をもって有効な入札を行った方のうち最高の

価格をもって入札を行った方を落札候補者とします。当該落札候補者及びその連帯保

証人について、前記５及び６に記載した資格を満たしているか否かの最終的な資格審

査を行い、落札候補者を落札者として決定します。 

なお、資格審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入札を

無効とし、順次、価格の高い入札者について同様の審査を行い、当該落札候補者を落

札者として決定します。 

また、落札候補者となるべき方が２人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落

札候補者を決定します。落札候補者となるべき方はくじ引きを辞退することはできま

せん。 

１５ 契約の締結等 

（１）契約の締結 

落札者は、平成２９年３月１５日（水）までに川崎市と市有財産一時貸付契約（以

下「本件契約」という。）を締結していただきます。契約書（案）は、別紙のとおり

です。なお、契約は総価（月額貸付料×６０ヶ月分の価額）で行います。 

※本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に関して必要な費用は、借受人

（落札者）の負担となります。 

※契約締結期限までに本件契約を締結しない場合は、落札は無効となり入札保証金

は川崎市に帰属することになります。また、川崎市契約規則第２条に基づき、

最長３年間、川崎市の一般競争入札に参加することができなくなることがあり

ますので、十分御注意ください。 

（２）契約保証金 
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ア 本件契約締結と同時に契約保証金として貸付料総額の１０分の１以上（円未満

切上げ）を納付していただきます。なお、入札に当たって納付された入札保証金

は、契約保証金の一部に充当しますので、その差額を納付してください。 

イ 納付された契約保証金は、本件契約期間の満了後、借受人（落札者）の請求に

基づいて、利息を付さずに返還します。ただし、借受人（落札者）が本件契約上

の義務を履行せず、川崎市が本件契約を解除したとき、又は借受人（落札者）か

らの解約の申入れにより本件契約が解除されたときは、納付された契約保証金は

川崎市に帰属することになります。 

１６ 貸付料 

 落札金額×１２か月＝貸付料（年額）として、各年度の貸付料の合計額が貸付料総額（契

約金額）となります。 

貸付料については、当該年度の４月３０日までに、川崎市が発行する納入通知書により

納入してください。ただし、納入の期限の日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業

日を納入の期限の日とします。 

１７ その他 

（１）事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合があります。 

（２）本入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、川崎市財産規

則、川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得、その他関係法令等の定めるところ

によります。 

（３）本入札に関するお問合せ先は、次のとおりです。 

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11－2 川崎フロンティアビル 9階 

   川崎市市民文化局市民文化振興室 

   電話 ０４４－２００－２０２９（直通） 
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物件調書について 

物件調書、案内図及び現況図は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、現

地の現況及び利用制限等については、必ず御自身で十分な調査、確認等を行ってくださ

い。なお、物件調書、案内図及び現況図と現地の現況が異なる場合は、現況が優先され

ます。また、物件は、すべて現況有姿での引渡しとなります。 

＜物件調書の主な項目の見方＞ 

○ 所在地 

物件の不動産登記簿に表示されている所在地番を記載しています。 

○ 住居表示 

住居表示は、住居表示が実施されている場合に街区番号までを記載しています。 

○ 貸付面積 

物件の貸付面積を記載しています。 

○ 貸付期間 

物件の貸付期間を記載しています。 

○ 用途 

指定用途について記載しています。指定用途以外の使用はできません。 

○ 法令等に基づく制限 

都市計画法に基づく都市計画決定された内容及び建物を建築する際の建築基準法等によ

る制限を記載しています。なお、「―」は該当がないことを示しています。 

○ 私道の負担等に関する事項 

私道等として使用、負担等する土地があるかについて記載しています。 

○ 供給処理施設の状況 

「有」 物件の敷地内に供給処理のための引込管等があることを示しています。なお、経

年による劣化等により現状のままでは使用できない場合があります。 

「可」 物件の敷地内には供給処理のための引込管等はありませんが、前面道路等に供給

処理管等があるので、引込み等が可能なことを示しています。この場合、物件の敷地内

への引込費用が必要となります。 

○ 交通機関 

・鉄道、バスは、物件からの最寄り駅、バス停を記載しています。 

・物件の周辺に複数の駅等がある場合は、最も利便性の高い駅等を記載しています。 

・徒歩による所要時間は、80ｍを 1分として換算しています。 

○ 留意事項 

・上記のほかに当該物件について、留意していただきたい点について記載しております。 

・土壌汚染及び地盤に関する調査は行っておりません。 

・留意事項に記載されている規制等の詳細については、直接関係各機関にお問い合わせく

ださい。 
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物件調書 

所在地 高津区諏訪３丁目１８２番１ 最低 

貸付料 

94,000 円/月 

住居表示  

貸付面積 ３０７．１２㎡ 地目 宅地 形状 不整形 

貸付期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 用途 平置駐車場 

接面道路と

敷地の関係 

南西側で幅員４．８ｍの市道と接面している。 

法令等に 

基づく制限 

都市計画

区域 

市街化区域 用途地域 第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％ 

防火地域 準防火地域 高度地区 第２種高度地区 

外壁後退 該当無し その他制限  

私道の負担等に関する事項 負担等の有無 無 

供給処理施

設の状況 

供給施設 引込状況 事業署名（問合せ先） 電話番号 

上水道 有 川崎市上下水道局北部営業センター 044-860-5204 

下水道 有 川崎市上下水道局中部下水道事務所 044-751-2966 

電気 可 東京電力カスタマーセンター 0120-99-5771 

交通機関 鉄道 東急田園都市線 「二子新地駅」から約 600ｍ 「高津駅」から約700ｍ（直線距離） 

バス 川崎市バス、東急バス 「北見方停留所」より徒歩約４分 

留意事項 ・現在、未舗装の月極駐車場として活用されており、１３区画分の駐車スペースがあります。 

・平成２８年１２月時点で、１２区画については月極駐車場（敷金預かり額合計 133,120 円、 

平成 28年 12 月の月間賃料収入 153,120 円）として使用されています。 

・駐車場使用者（以下「使用者」という。）に継続利用の意思がある場合は、その意思を十分に配慮

すること。ただし、借受人と使用者の双方合意のうえ新たな条件で契約を締結することは妨げない。

なお、現在の駐車区域使用契約（以下「使用契約」という。）は、契約当事者の一方から更新しな

い旨の通知がないときは、さらに１か年更新されます。また、使用契約は、借受人が業務上の必要

のあるとき、その他やむを得ない事由があるときは、書面により１か月以上前に予告して解除する

ことができ、使用者は解約を申し入れた日の翌日末日をもって解約できます。 

・使用されていない区画をコインパーキングとして整備することは妨げない。 

※供給施設状況の「引込状況」で「可」とあるものは、引込費用が必要です。 

※土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。 
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現地案内図 

駐車場 






























































